
平成３０年８月

長崎市

平成３０年８月

長崎市

平成３０年８月

長崎市

長崎市立地適正化計画長崎市立地適正化計画長崎市立地適正化計画

届出の手引き届出の手引き届出の手引き

１．はじめに・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

２．長崎市立地適正化計画の概要・・・・Ｐ２

３．届出制度の概要・・・・・・・・・・Ｐ６

４．誘導施設に関する届出・・・・・・・Ｐ７

５．住宅に関する届出・・・・・・・・・Ｐ１０

６．届出書（様式）・・・・・・・・・・ Ｐ１２

７．法令の順守・・・・・・・・・・・・Ｐ２２

354637
白

354637
テキストボックス
令和６年３月長崎市



 

 

 

 

１ はじめに 

 立地適正化計画区域★1 内で一定規模の建築等行為などを行う場合は届出が必要になりま

す。計画している開発行為や建築等行為が次のフローにあてはまる場合は、市長への届出

が必要になりますので、本手引きをご参照ください。なお、都市機能誘導区域内の誘導施

設を休廃止する場合も届出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★1 各区域は、ながさきマップや都市計画課窓口（市役所 18 階）で確認できます。 

  ★2 誘導施設一覧（市全体や地域全体を利用圏とし多くの市民が利用する施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらも該当する場合 
□長崎都市計画区域 
（琴海、外海、三和、野母崎、伊王

島、高島を除く） 

□都市機能誘導区域★1の外側 
※施設によっては、都市機能誘導区域の

内側であっても届出が必要な場合があ

ります（Ｐ.8 参照） 

□誘導施設★2 
（開発、新築、改築、用途変更） 

どちらか該当する場合 

□3 戸以上の住宅 
（開発、新築、改築、用途変更） 

□1、2 戸の住宅開発 
（規模 1,000 ㎡以上） 

届出必要（行為着手の 30 日前までに都市計画課に提出） 

STEP① 開発、建築等を行う物件 

どちらも該当する場合 
□長崎都市計画区域 
（琴海、外海、三和、野母崎、伊王

島、高島を除く） 

□居住誘導区域★1の外側 

STEP② 開発、建築等を行う場所 

分野 誘導施設 分野 誘導施設

大規模店舗 文化ホール

中心商店街等の商業集積 図書館

初期救急医療施設 美術館

二次救急医療施設 博物館等

三次救急医療施設 科学館

福祉 障害者福祉施設 交流拠点施設

子育て支援施設 行政 行政施設（国・県・市）

病児・病後児保育施設 運動 スポーツ施設

大学 鉄道（駅）

専修学校 高速バスターミナル

ターミナル（フェリー、旅客船等）

商業

医療

子育て

教育

文化・交流

交通

都市機能誘導区域ごとに、誘導施設は異なります。 



２ 長崎市立地適正化計画の概要 

（１）長崎市立地適正化計画とは 

今後、人口減少や高齢化が進むなかにおいても、各地域の拠点に立地する救急病院やデパー

トなどの施設（都市機能）を維持、誘導し、その周辺の安全・安心で快適な暮らしができる場

所に時間をかけて居住を緩やかに誘導していくことで、「安全・安心で快適な暮らしが続けられ

る都市づくり」を進めていく計画です。 

 

（２）立地適正化計画で定める区域 

長崎市立地適正化計画（以下、「本計画」という。）では、暮らしに必要な施設を守り、みん

なで支えていくため、「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」を定めます。 

各区域の内容は、下表のとおりです。 

表 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 域 名 定 義 

長
崎
都
市
計
画
区
域 

 
都市機能 

誘導区域 

「都市全体における各種サービス（医療・福祉・商業等）の効率

的な提供拠点」として、高次なサービスを提供する都市機能が立

地、集積する区域 

居住誘導区域 
人口減少下において、生活サービスやコミュニティが持続的に

確保できるように、居住を誘導する安全で暮らしやすい区域 

居
住
誘
導
区
域
外 

自然共生 

区域 

人口減少下において生じる空地を活用し、「防災性の向上」及び

「自然との共生」を図りながら、眺望・通風・採光が良い斜面地の

魅力を活かしたゆとりある居住を許容する区域 

その他 

の区域 

災害の恐れがある区域及び法令・条例により住宅の建築が制限

されている区域 

市街化 

調整区域 
市街化を抑制すべき区域 

市街化 

調整区域 

都市基盤が整備された場所や広幅員の 

道路沿道は居住誘導区域に含む 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通連携軸 

地域界 

西海市 

時津町 
長与町 

諫早市 

大村市 

琴海 

外海 

三重 

式見 

滑石 

日見 

茂木 

三和 

高島 

伊王島 

野母崎 

福田 

小榊 

香焼 

池島 

北部地域拠点 

都市機能誘導区域 

東部地域拠点 

都市機能誘導区域 

都心周辺部 

都市機能誘導区域 

都心部 

都市機能誘導区域 

南部地域拠点 

都市機能誘導区域 

区域の詳細を確認したい場合は、ながさきマップ又は都市計画課窓口（市役所 18 階）で

確認できます。 

立地適正化計画で定める区域図 

計画区域 

長崎都市計画区域 



（３）誘導施設 

誘導施設は、市全体や地域全体を利用圏とし、多くの市民が利用する施設で、下表のとおりで

す。 

 

表 2-2 

分野 施設分類 高次な都市機能 法の位置付けや規模等 

商業 

大規模店舗、 

中心商店街等

の商業集積 

生鮮 3 品、日用品、買い

回り品（衣類、宝飾品、家

電、家具等の嗜好品）が

そろった商業機能の集積 

店舗、飲食店その他これらに類する用途に供

する建築物で、その用途に供する部分の床面

積の合計が 10,000 ㎡を超える建築物又は中

心商店街等の商業集積 

医療 

初期救急医療

施設 

休日や夜間の軽症な患者

に対応 

医療法第 1 条の 5 に規定する「病院」のう

ち、救急医療対策事業実施要綱 第 1 に規定

する「初期救急医療体制」を担う「初期救急

医療施設」 

二次救急医療

施設 

休日や夜間の入院治療・手

術等を必要とする重症患

者に対応 

医療法第 1条の 5に規定する「病院」のうち、

救急医療対策事業実施要綱 第 2 に規定する

「入院を要する（第二次）救急医療体制」を担

う「二次救急医療施設」 

三次救急医療

施設 

休日や夜間の高度・集学

的医療の提供を必要とす

る重篤な患者に対応 

医療法第 1 条の 5 に規定する「病院」のう

ち、救急医療対策事業実施要綱 第 3 に規定

する「救急救命センター」の役割を担う「三

次救急医療施設」 

福祉 
障害者福祉施

設 

全市的な在宅の障害者支

援の拠点 

市条例に規定する施設と同等の機能を有す

る施設 

子育て 

子育て支援施

設 

全市的な子育て支援の拠

点 

子どもや子育て家庭を総合的に支援する全

市的な拠点となる施設 

病児・病後児

保育施設 

子育て世代が働きやすい

環境の充実につながる病

児・病後児を保育する施

設 

児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する

「病児保育事業」を行う「病児・病後児保育

施設」 

教育 

大学 
学術研究及び教育におけ

る高等教育機関 

学校教育法第 1 条に規定する「大学」 

専修学校 
職業能力育成のための高

等教育機関 

学校教育法第 124 条に規定する「専修学校」 

 

 



分野 施設分類 高次な都市機能 法の位置付けや規模等 

文化・ 

交流 

文化ホール 全市民が利用する文化施

設 

（ただし、博物館等につ

いては、歴史的背景から

立地場所が特定される

施設を除く） 

概ね 300 席以上で、音楽や演劇などの芸術

文化の催事に対応できる設備を有するホー

ル 

図書館 図書館法第 2 条第 1 項に規定する「図書館」 

美術館 博物館法第 2 条第 1 項に規定する「博物館」

又は第 29 条に規定する「博物館に相当する

施設」 

博物館等 

科学館 

交流拠点施設 
広域（県内外）の交流拠

点 

参加者 3,000 人規模の学会や会議、その他、

市民が交流するイベントなどの開催並びに

地域の賑わいと活力を生み出す機能等を一

体的に兼ね備えた施設 

行政 

行政施設（国） 

全市民が利用する行政サ

ービス窓口 

法務局、裁判所、労働局、年金事務所等の全

市民が利用する国の「行政サービス窓口」と

なる施設 

行政施設（県） 
県庁（本庁）における全市民が利用する県の

「行政サービス窓口」となる施設 

行政施設（市） 
市役所（本庁）における全市民が利用する市

の「行政サービス窓口」となる施設 

運動 スポーツ施設 

広域利用施設（市内の広

い範囲の市民が利用） 

大規模大会や市内大会が開催される施設 

（県立総合体育館、市民体育館、長崎市総合

運動公園（陸上競技場、庭球場等）、平和公園

（ラグビー・サッカー場、庭球場等）、市民総

合プール、県営野球場等のスポーツ施設） 

地域利用施設（主に特定

の地域内の市民が利用） 

競技練習等に利用される施設 

（プール、庭球場、多目的グラウンド、体育

館等のスポーツ施設） 

交通 

鉄道（駅） 

広域（県内外）に往来す

るための発着場所となる

駅 

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第 2

条第 1 項第 7 号に規定する「駅」 

高速バスター

ミナル 

広域（県内外）に往来す

るための発着場所となる

バスターミナル 

自動車ターミナル法第 2条第 6項に規定する

「バスターミナル」 

ターミナル 

（フェリー、

旅客船等） 

広域（国内外、県内外）に

往来するための発着場所

となるフェリーや旅客船

等のターミナル 

港湾法第 2 条第 5 項第 7 号に規定する「旅客

施設」 

 

 

 

 

法律については、令和 5 年 10 月 1 日時点で施行されているものを掲載しています。 



３ 届出制度の概要 

立地適正化計画を運用開始（都市再生特別措置法第 81 条第 15 項に基づく公表）すると、都市再

生特別措置法に基づいて、計画区域内の都市機能誘導区域外や居住誘導区域外で一定規模の開発行

為や建築行為を行う場合等に、市長への届出が義務付けられます。 
（１）目的 

都市機能誘導区域外の誘導施設や居住誘導区域外の住宅開発等の立地動向を事前に把握します。 

（２）届出が必要な区域 
長崎都市計画区域（平成 17 年 1 月 4 日合併前の旧長崎市、旧香焼町の区域）・・・ Ｐ．３ 

  ※上記以外（計画区域外）での行為は届出不要です。 

（３）届出対象行為 

ア 誘導施設に関する届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．７ 

イ 住宅に関する届出・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．10 

（４）届出日 
行為着手の 30 日前まで（平成 30 年 8 月 1 日 運用開始） 

※平成 30 年 8 月 31 日以降に対象行為に着手する場合に届出が必要です。 

（５）届出場所 
長崎市まちづくり部都市計画課（長崎市魚の町 4-1 長崎市役所 18 階） 

お問い合わせ 095-829-1169（直通） 

（６）届出書（様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．12 

（７）届出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合も届出が必要となります。 

 

 

届 出 

 
届出不要 

建築確認及び開発許可申請等 

必要に応じて 

勧告・あっせん 

開発・建築等の計画 

開発・建築等行為に着手 

（
行
為
着
手
の 

日
前
ま
で
） 

30 

＜住宅＞ 

敷地の全部が居住誘導区域の外か 

＜誘導施設＞ 

 計画敷地の全部が誘導施設を位置

付ける都市機能誘導区域の外か 

YES NO 

誘導区域の確認 

届出対象行為 
YES 

NO 

届出制度の効果的な運用のため、開発許可申請や建築確認申請等に先行して届出されるよ

うご協力をお願いします。また、事前のご相談もご検討ください。 

事前相談 



４ 誘導施設に関する届出（都市再生特別措置法第 108 条第 1 項、第 108 条の 2 第 1 項） 

（１）届出対象行為 

誘導施設を整備若しくは休廃止（P.8 表 4-1 参照）する次の行為は届出が義務付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の３０日前までに、行為の変更 

届出が必要となります。（都市再生特別措置法第１０８条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）届出を要しない行為 

次の行為を行う場合は届出が必要ありません。 

 〇誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為及び新築 

 〇建築物を改築し、又は用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為 

 〇非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

 〇都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

 

 

 

誘導施設 
都 市 機 能

誘 導 区 域

内に立地 

開発行為以外 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

都市機能誘導区域 

届出不要 

届出必要 

都 市 機 能

誘 導 区 域

外に立地 

都市機能誘導区域

に維持・誘導した

い施設 

開発行為 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

休廃止 

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 

 

整備 

 



（３）届出対象区域一覧表 

「要」：誘導施設を整備する場合に届出が必要な区域です。 

「－」：誘導施設を休廃止する場合に届出が必要な区域です。 

 

表 4-1 

誘導施設 届出対象区域 

分
野 

施設分類 

都市機能誘導区域 
都市機

能誘導区

域外 都心部 
都心 

周辺部 

北部 

地域拠点 

東部 

地域拠点 

南部 

地域拠点 

商業 
大規模店舗、 

中心商店街等の商業集積 
－ － － － － 要 

医療 

初期救急医療施設 － 要 要 要 要 要 

二次救急医療施設 － － － － － 要 

三次救急医療施設 － － 要 要 要 要 

福祉 障害者福祉施設 － － 要 要 要 要 

子育

て 

子育て支援施設 － 要 要 要 要 要 

病児・病後児保育施設 － － － － － 要 

教育 
大学 － － － － 要 要 

専修学校 － － － 要 要 要 

 

文化 

・ 

交流 

 

文化ホール － － － 要 要 要 

図書館 － 要 要 要 要 要 

美術館 － 要 要 要 要 要 

博物館等 － 要 要 要 要 要 

科学館 － － 要 要 要 要 

交流拠点施設 － 要 要 要 要 要 

行政 

行政施設（国） － － 要 要 要 要 

行政施設（県） － 要 要 要 要 要 

行政施設（市） － 要 要 要 要 要 

運動 
スポーツ施設（広域利用施設） － － 要 要 要 要 

スポーツ施設（地域利用施設） － － － － － 要 

交通 

鉄道（駅） － － － 要 要 要 

高速バスターミナル － － 要 要 要 要 

ターミナル（フェリー、旅客船等） － 要 要 要 要 要 

 

 

 

 

 

 



（4）届出の留意点 

 敷地に複数の誘導区域がまたがる場合 

 

整備の場合・・・敷地全体が都市機能誘導区域外となる場合のみ届出が必要です。敷地の 

一部が都市機能誘導区域外の場合は届出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休廃止の場合・・・敷地全体が都市機能誘導区域外となる場合のみ届出の必要はありません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 都市機能誘導区域 

届出不要 届出不要 届出必要 

居住誘導区域 都市機能誘導区域 

届出必要 届出必要 届出不要 



５ 住宅に関する届出（都市再生特別措置法第 88 条第 1 項） 

（１）届出対象行為 

居住誘導区域外に住宅を整備する次の行為を行おうとする場合に届出が義務付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅 等（寄宿舎や有料老人ホームは含みません。） 

「戸」とは、世帯の数（3 戸以上の住宅⇒3 世帯以上が住む住宅） 

※ 届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の３０日前までに、行為の変更 

届出が必要となります。（都市再生特別措置法第８８条第２項） 

 

 

 

開発行為 

届出不要 

届出不要 

届出不要 

 

 

 

 

 

 

①3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②1 戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

①3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 3 戸以上の住宅等とする場合 

建築等行為 

計画区域 

届出必要 



（２）届出を要しない行為 

次の行為を行う場合は届出が必要ありません。 

 〇住宅で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目

的で行う開発行為及び新築 

 〇建築物を改築し、又は用途を変更して、仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供

する住宅とする行為 

 〇非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

 〇都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

 

（３）届出の留意点 

敷地に複数の誘導区域がまたがる場合 

敷地全体が居住誘導区域外となる場合のみ届出が必要です。敷地の一部が居住誘導区域外の

場合は届出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出不要 届出必要 

居住誘導区域 自然共生区域 

届出不要 



６ 届出書（様式） 

（１）誘導施設に関する届出 

届出対象

行為 

開発行為の場合 建築等行為の場合 休廃止 

誘導施設を有する

建築物の建築目的

の開発行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとす

る場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物

とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する

建築物とする場合 

都市機能誘導区域内で

誘導施設を休止又は廃

止しようとする場合 

届出様式 様式第 18 様式第 19 様式第 21 

添付図書 ○付近見取図 

○立面図(２面以上) 

○各階平面図 

○土地利用計画図

又は配置図 

○求積図（開発区

域の面積） 

○付近見取図 

○立面図(２面以上) 

○各階平面図 

○配置図 

○求積図（敷地面積） 

○求積図（大規模小売店舗立地法に規定する

小売業を行う店舗面積〈届出施

設が商業施設のときのみ〉） 

 

 

 

― 

提出部数 １部 

 

注）届出内容の変更（都市再生特別措置法第１０８条第２項） 

開発、建築等行為の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の３０日前ま

でに、行為の変更届出（様式第 20 及び上記のそれぞれの場合と同様の添付書類）が必要とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）住宅に関する届出 

届出対象 

行為 

開発行為の場合 建築等行為の場合 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行

為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変

更して３戸以上の住宅とする場合 

届出様式 様式第 10 様式第 11 

添付書類 ○付近見取図 

○立面図(２面以上、宅地分譲の場合は不要) 

○各階平面図(宅地分譲の場合は不要) 

○土地利用計画図又は配置図 

○求積図（開発区域の面積） 

○付近見取図 

○立面図(２面以上) 

○各階平面図 

○配置図 

○求積図（敷地面積） 

提出部数 １部 

 

注）届出内容の変更（都市再生特別措置法第８８条第２項） 

   上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の３０日前までに、行為の

変更届出（様式第 12 及び上記のそれぞれの場合と同様の添付書類）が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページからは各様式の記入例を示します。届出書（様式）は、市ホームページに掲載

します。 



 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

   令和 ３年 ３月 １日 

（宛先）長崎市長 

                       届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

     代表  長崎 太郎 

 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 長崎市 ○○町 ◇◇ 番（外△△筆） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 １５，０００  平方メートル  

３ 建 築 物 の 用 途 商業施設（店舗面積：１２，０００㎡） 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和 ３年 ４月 １日  

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 令和 ４年 ３月３１日  

６ そ の 他 必 要 な 事 項  

(誘導施設以外の 

用途がある場合    飲食店（床面積：５００㎡） 

その用途と面積) 

長崎市◆◆町〇－□ 

（代理人連絡先）（株）〇〇設計 担当：☆☆ 

        電話：０９５－●●●－●●●● 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 1 号関係） 

（様式第 18） 記入例１ 

着手日の 30 日前までに提出をお願いします 



 

 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有

する建築物とする行為の届出書 

 

 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、 

誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築  

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

    令和 ３年 ３月 １日 

（宛先）長崎市長 

                       届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

     代表  長崎 太郎 

１ 建築物を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

(所在・地番)  長崎市 ○○町 ◇◇ 番 

(地   目)  宅地 

(面   積)   ５，０００ ㎡ 

２ 新築しようとする建築物又は改

築若しくは用途の変更後の建築物

の用途 

救急医療施設 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

(着手予定年月日) 令和 ３年 ４月 １日 

(完了予定年月日) 令和 ４年 ３月３１日 

 

(誘導施設以外の 

用途がある場合  小売店舗（床面積：２５０㎡） 

その用途と面積) 

長崎市◆◆町〇－□ 

（代理人連絡先）（株）〇〇設計 担当：☆☆ 

        電話：０９５－●●●－●●●● 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 2 号関係） 

（様式第 19） 

着手日の 30 日前までに提出をお願いします 

記入例２ 



 

 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

 

     令和 ３年 ４月 １日   

 

（宛先）長崎市長 

                      届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

    代表  長崎 太郎 

 

 都市再生特別措置法第 108 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出ま

す。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日                      令和 ３年 ３月 １日 

 

 

２ 変更の内容 

・土地の面積の変更（５，０００㎡ ⇒ ４，８００㎡） 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日               令和 ３年 ５月 １日   

 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日               令和 ４年 ３月３１日 

 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 55 条第 1 項関係） 

（様式第 20） 記入例３ 
 

着手日の 30 日前までに提出をお願いします 



 

 

 

誘 導 施 設 の 休 廃 止 届 出 書 

 

     令和 ３年 ５月 １日   

 

（宛先）長崎市長 

                      届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

    代表  長崎 太郎 

 

 都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、下記

により届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地                     

名 称：○○専門学校 

用 途：専修学校 

所在地：長崎市△△町○-□ 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

  令和３年６月 1 日 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間               

   令和３年６月 1 日 ～ 令和４年３月３１日 

４ 休止（廃止）に伴う措置             

（1）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築物の用 

   途 

休止中は事務所として利用 

（2）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に関する 

事項 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 4（2）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項につい

て、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入す

ること。 

 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 55 条の 2 関係） 

（様式第 21） 記入例 4 
 

休止し、又は廃止しようとする日の 30 日前までに提出をお願いします 



 

 

 

誘 導 施 設 の 休 廃 止 届 出 書 

 

     令和 ３年 ５月 １日   

 

（宛先）長崎市長 

                      届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

    代表  長崎 太郎 

 

 都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、下記

により届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地                     

名 称：○○百貨店 

用 途：商業施設 

所在地：長崎市△△町○-□ 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

  令和３年６月１日 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間               

    

４ 休止（廃止）に伴う措置             

（1）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築物の用 

   途 

 

（2）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に関する 

事項 

建築物は取り壊し、ホテルを建築予定   除却予定期間：○○年△△月□□日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 4（2）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項につい

て、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入す

ること。 

 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 55 条の 2 関係） 

（様式第 21） 記入例 5 
 

休止し、又は廃止しようとする日の 30 日前までに提出をお願いします 
 



 

 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為ついて、下記により届け出ます。 

令和 ３年 ３月 １日 

（宛先）長崎市長 

 

届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

    代表  長崎 太郎 

 

開

発

行

為

の

概

要 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 長崎市 ○○町 ◇◇ 番（外△△筆） 

２ 開発区域の面積 ３，０００   平方メートル  

３ 住宅等の用途  一戸建て住宅 

４ 工事の着手予定年月日 令和 ３年 ４月 １日  

５ 工事の完了予定年月日  令和 ４年 ３月３１日  

６ その他必要な事項 （住宅用区画数） １０区画 

 

        長崎市◆◆町〇－□ 

（代理人連絡先）（株）〇〇設計 担当：☆☆ 

        電話：０９５－●●●－●●●● 

 

 

注 届出者が法人である場合においては 、氏名は、その法人名称及び代表者の氏名を記載すること。  

 

 

 

 

 

着手日の 30 日前までに提出をお願いします 

記入例 6 

（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 1 号関係） 

（様式第 10） 



 

 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

 

 都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、 

住 宅 等 の 新 築 

建築物を改築して住宅等とする行為  について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

    令和 ３年 ３月 １日 

（宛先）長崎市長 

                        届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

                           氏名 長崎 次郎       

 

１ 住宅等を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

(所在・地番)  長崎市 ○○町 ◇◇ 番 

(地   目)  宅地 

(面   積)   ９００ ㎡ 

２ 新築しようとする住宅等又は改

築若しくは用途の変更後の住宅等

の用途 

 共同住宅 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

(着手予定年月日) 令和 ３年 ４月 １日 

(完了予定年月日) 令和 ４年 ３月３１日 

( 戸  数 ) １０戸 

 

        長崎市◆◆町〇－□ 

（代理人連絡先）（株）〇〇設計 担当：☆☆ 

        電話：０９５－●●●－●●●● 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 2 号関係） 

（様式第 11） 記入例 7 

着手日の 30 日前までに提出をお願いします 



 

 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

 

    令和 ３年 ４月 １日   

 

（宛先）長崎市長 

                        

届出者住所 長崎市△△町〇－□ 

氏名 株式会社●●●        

    代表  長崎 太郎 

 

 

 都市再生特別措置法第 88 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出ま

す。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日                      令和 ３年 ３月 １日 

   

 

２ 変更の内容 

・住宅用区画数の変更（１０区画⇒ ９区画） 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日                令和 ３年 ５月 １日   

 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日                令和 ４年 ５月３１日 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 38 条第 1 項関係） 

（様式第 12） 記入例 8 

着手日の 30 日前までに提出をお願いします 



７ 法令の順守 

（１）建築行為や開発行為等を行う時 

   〇届出をしないまたは虚偽の届出をした者への罰則（都市再生特別措置法） 

    都市機能誘導区域外における届出（変更を含む）※1や居住誘導区域外における届出（変

更を含む）※2に違反して、届出をしない者または虚偽の届出をした者は、30 万円以下の罰

金刑に処せられます※3。 

    なお、法人の代表者または法人もしくは代理人、使用人その他の従業者が違反した場合

は、行為者を罰するほか、その法人または人に対して 30 万円以下の罰金刑に処せられます
※4。 

※1：都市再生特別措置法第 108 条 第 1 項または第 2 項 

※2：都市再生特別措置法第 88 条 第 1 項または第 2 項 

※3：都市再生特別措置法第 130 条 第 2 項または第 3 項 

※4：都市再生特別措置法第 131 条 

 

（２）不動産を取り扱う時 

   〇重要事項説明書への記載に違反した者への監督処分（宅地建物取引業法） 

    宅地建物取引業者は、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは賃借の相手方等に対し

て、その者が取得し、または借りようとしている宅地または建物に関し、その売買、交換

または賃借の契約が成立するまでの間に、都市再生特別措置法にもとづく制限の概要を記

載した書面を交付して説明する義務があります※5。 

    これに違反した場合は、指示処分※6または業務停止処分※7や免許の取消処分※8を受ける

こともあります。 

※5：宅地建物取引業法第 35 条 第 1 項の第 2 号 

※6：宅地建物取引業法第 65 条 第 1 項、第 3 項 

※7：宅地建物取引業法第 65 条 第 2 項の第 2 号、第 4 項の第 2 号 

※8：宅地建物取引業法第 66 条 第 1 項の第 9 号 

 

重要事項説明書の詳細については、長崎県土木部都市政策課におたずねください。 

☎ お問い合わせ 095-894-3094（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）都市再生特別措置法・施行令（抜粋） 

■建築等の届出等 

法第八十八条 

立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内におい

て、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為（以下「開発行為」という。）であって住宅そ

の他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの（以下この条において「住宅

等」という。）の建築の用に供する目的で行うもの（政令で定める戸数※1未満の住宅の建築の用に

供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模※2以上のものに限る。）又は住宅

等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為（当該政

令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。）を行おうとする者は、これらの行為に着手する日

の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方

法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただ

し、次に掲げる行為については、この限りでない。 

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの※3 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

四 その他市町村の条例で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を

変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交

通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為

が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届

出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必

要な勧告をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その

勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

 

※1、※2 施行令 第三十三条（建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件） 

 法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。 

２ 法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。 

 

※3 施行令第三十四条（建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為） 

法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

一 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目

的で行う開発行為 

二 前号の住宅等の新築 

三 建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為 



■建築等の届出等 

法第百八条第一項 

立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物

の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建

築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうと

する者（当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された都市機能誘

導区域内においてこれらの行為を行おうとする者を除く。）は、これらの行為に着手する日の三十

日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手

予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲

げる行為については、この限りでない。 

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの※4 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

四 その他市町村の条例で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を

変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交

通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為

が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、

当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとする

ために必要な勧告をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その

勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっ

せんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

※4 施行令第四十四条（建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為） 

法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

一 当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供す

る目的で行う開発行為 

二 前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 

三 建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のもの

とする行為 

 

 

 

 

 

 

 

 



■休廃止の届出等 

法第百八条の二第一項 

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導

施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前まで

に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 市町村長は、前項の規定による届出があった場合において、新たな誘導施設の立地又は立地   

の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用  

する必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該建築物の存置その他の必要 

な助言又は勧告をすることができる。 




